
平
成
28
年
１
月
か
ら

 
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
し
て
い
ま
す

　
1
月
か
ら
、
希
望
者
の
交
付
申
請
に
基

づ
き
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
交
付
を
開

始
し
ま
し
た
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
27

年
10
月
か
ら
全
世
帯
に
届
け
ら
れ
て
い
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の「
通
知
カ
ー
ド
」（
紙
製
）

に
同
封
さ
れ
て
い
る
申
請
書
で
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■　

個
人
番
号
カ
ー
ド
と
は

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」と
は
、
本
人
の
顔

写
真
付
き
で
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を
内
蔵
し
た

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
カ
ー
ド
で
す
。
先
に

届
い
て
い
る「
通
知
カ
ー
ド
」は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
確
認
の
た
め
だ
け
に
利
用
さ
れ

ま
す
が
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」は
、
顔
写

真
が
付
い
て
い
る
の
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
確
認
と
本
人
確
認
が
1
枚
で
済
む
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
29
年
1
月
か
ら
開
始
が
予
定
さ

れ
て
い
る
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル（
※
）へ
の
ロ

グ
イ
ン
を
は
じ
め
、
各
種
行
政
手
続
き
の

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
利
用
で
き
ま
す
。
交

付
手
数
料
は
、
初
回
交
付
が
無
料
で
、
紛

失
な
ど
に
よ
る
再
交
付
は
有
料
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」に
は
、
有
効
期
限

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
発
行
日
の
年
齢
に

よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
有
効
期
限
が
異
な

り
ま
す
。

▼
発
行
日
で
20
歳
以
上
の
人
＝
発
行
日
か

ら
そ
の
後
10
回
目
の
誕
生
日
ま
で

▼
発
行
日
で
20
歳
未
満
の
人
＝
発
行
日
か

ら
そ
の
後
５
回
目
の
誕
生
日
ま
で

　
な
お
、電
子
申
請
な
ど
に
必
要
な「
署
名

用
電
子
証
明
書
」「
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
」の
有
効
期
限
は
、発
行
日
か
ら
５
回

目
の
誕
生
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■個人番号カード（見本）

表面

裏面

※マイナポータル
　マイナポータルとは、行政機関がマイナンバー（個人
番号）の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認でき
るほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政
機関からのお知らせなどを自宅のパソコンなどから確
認できるものとして整備中のシステムです。
　マイナポータルでは、なりすましによって特定個人
情報が搾取されないよう「個人番号カード」のＩＣチッ
プによって個人認証をする予定になっています。

■　

カ
ー
ド
交
付
ま
で
の
流
れ

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」交
付
ま
で
の
流
れ

は
次
の
と
お
り
で
す
。

❶「
通
知
カ
ー
ド
」の
下
部
に
あ
る「
個
人

番
号
カ
ー
ド
受
付
申
請
書
兼
電
子
証

明
書
発
行
申
請
書
」（
図
1
）に
必
要
事

項
を
記
入
。
顔
写
真
を
貼
り
付
け
て
、

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

に
郵
送（
返
送
）し
て
く
だ
さ
い
。

❷
後
日
、
交
付
場
所
な
ど
を
お
知
ら
せ
す

る
交
付
通
知
書（
図
2
）が
、
申
請
者
の

自
宅
に
届
き
ま
す
。

❸
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
期
限
ま
で

に
、
次
の
書
類
な
ど
を
用
意
し
、
交
付

場
所
に
本
人
が
受
け
取
り
に
来
て
く

だ
さ
い
。

■
必
要
書
類

▼
交
付
通
知
書（
あ
ら
か
じ
め「
回
答
書
」

欄
へ
記
入
・
押
印
を
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
通
知
カ
ー
ド

▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
持
っ
て
い
る

図1　個人番号カード受付申請書兼電子証明書発行申請書

通
知
カ
ー
ド

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

兼
電
子
証
明
書
発
行
申
請
書

図2　交付通知書

人
の
み
）

▼
本
人
確
認
書
類（
次
に
示
す
書
類
Ａ
か

ら
1
点
、
ま
た
は
Ａ
を
持
っ
て
い
な
い
人

は
Ｂ
か
ら
2
点
準
備
し
て
く
だ
さ
い
）

Ａ
＝
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
顔
写
真
付

き
に
限
る
）、運
転
免
許
証
、運
転
経
歴

証
明
書（
交
付
年
月
日
が
平
成
24
年
４

月
1
日
以
降
の
も
の
）、旅
券
、身
体
障

害
者
手
帳（
写
真
付
き
に
限
る
）、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳（
写
真
付
き
に

限
る
）、
療
育
手
帳（
写
真
付
き
に
限

る
）、在
留
カ
ー
ド
、特
別
永
住
者
証
明

書
、
一
時
疵
護
許
可
書
、
仮
滞
在
許
可

書
な
ど

Ｂ
＝
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、
社
員

証
、
学
生
証
、
学
校
名
が
記
載
さ
れ
た

各
種
書
類
、
預
金
通
帳
、
医
療
受
給
者

証
な
ど

■
受
付
時
間　
月
曜
か
ら
金
曜
ま
で
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
４
時
半
ま
で

■
交
付
場
所　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ

た
場
所（
市
役
所
市
民
課
、西
根
総
合
支
所

地
域
振
興
課
、
安
代
総
合
支
所
地
域
振
興

課
の
い
ず
れ
か
）

※
毎
週
水
曜
日
に
市
役
所
本
庁
舎
で
実
施

し
て
い
る
窓
口
延
長
時
間
中
の
交
付
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
10
ペ
ー
ジ
に
続
き
ま
す
）

■
本
人
に
よ
る
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

が
難
し
い
場
合

　
本
人
が
、病
気
や
身
体
の
障
が
い
、そ
の

他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
交
付
場

所
に
来
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
に
限
り
、

代
理
人
に
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
を
委
任
で

き
ま
す
。

　
そ
の
場
合
、必
要
書
類
に
加
え
て
、代
理

人
の
本
人
確
認
書
類
と
代
理
権
者
の
確
認

書
類（
委
任
状
な
ど
）、
本
人
が
交
付
場
所

に
来
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
書
類（
診
断
書
、
本
人
の
障
害
者
手

帳
、
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
書
類
な
ど
）が
必
要
と
な
り
ま
す
。

マイナちゃん

（表） （裏）

0809 No.237 ◎2016．2．4



（
９
ペ
ー
ジ
の
続
き
）

❹
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
際
は
、

本
人
が
暗
証
番
号
を
登
録
の
上
、
交
付
し

ま
す
。
暗
証
番
号
は
▽
署
名
用
電
子
証
明

書
▽
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
▽
住
民

基
本
台
帳
▽
券
面
事
項
入
力
補
助
用
―
の

４
つ
に
設
定
が
必
要
で
す
。
暗
証
番
号
は

次
の
と
お
り
設
定
で
き
ま
す
。

▼
署
名
用
電
子
証
明
書
＝
大
文
字
の
英
字

Ａ
か
ら
Ｚ
ま
で
、
数
字
は
０
か
ら
９
ま
で

が
利
用
で
き
、
い
ず
れ
も
ひ
と
つ
以
上
を

使
用
し
た
６
文
字
以
上
16
文
字
以
下

▼
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
・
住
民
基

本
台
帳
・
券
面
事
項
入
力
補
助
用
＝
数
字

４
桁（
同
じ
暗
証
番
号
を
設
定
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
）

※
暗
証
番
号
は
、
事
前
に
検
討
し
て
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■　

カ
ー
ド
の
交
付
に
つ
い
て

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
の
開
始
当
初

は
、
多
く
の
申
請
が
見
込
ま
れ
、
窓
口
の

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
手
続
き
に
は
一

定
の
時
間
を
要
し
、
交
付
に
必
要
な
端
末

の
台
数
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
長
時

間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
の
上
、
時
間
に
余
裕

を
持
っ
て
来
庁
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

　
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
で
作
成
さ
れ
た「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

が
市
に
到
着
し
て
か
ら
、
交
付
通
知
書
を

発
送
す
る
ま
で
の
準
備
に
は
、
日
数
を
要

し
ま
す
。
順
次
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
の

で
、
交
付
通
知
書
が
届
く
ま
で
、
し
ば
ら

く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に
関
し
て
詳

し
く
は
、
市
役
所
市
民
課
戸
籍
住
民
係

（
☎
・
内
線
1
０
６
1
）ま
で
。

個人番号カード交付限定
休日臨時開庁を行います

　市は、個人番号カード交付手続きに限定した休日臨時開庁を行いま
す。平日に来庁することが難しい人は、ぜひご活用ください。
■日時　２月28日㈰午前９時から午後４時まで
■場所　市役所市民課、西根・安代総合支所地域振興課
※個人番号カード交付以外の業務は対応できませんので、ご了承くだ
さい。

※３月下旬にも休日臨時開庁を実施する予定です。

マイナンバー制度に便乗した

詐欺にご注意ください
　マイナンバー制度に便乗した詐欺が
全国で発生しています。被害に遭わな
いためにも、不審と感じたら相談する
ようにしましょう。
■被害に遭いそうになった事例
⃝制度の手続きに便乗してお金を要求
　「マイナンバーカードの登録手数料
にお金が必要」などと言われ、お金を要
求された。
⃝情報流出があったとしてお金を要求
　「あなたのマイナンバーが流出して
いる。登録を抹消するには第三者から
名義を貸してもらう必要がある」など
と電話があり、さらに別の人から「名義
貸しは犯罪になる」などと言われ、解決
のためにお金を要求された。

　マイナンバーの通知や利用手続きなどで、国や
自治体の職員が口座番号や資産、年金・保険の状
況などを聞くことはありません。万が一金銭を要
求されても、決して支払わないでください。怪し
いと思ったら、下記相談窓口にご相談ください。
■相談窓口　消費者ホットライン（☎188）、最寄り
の警察または警察相談専用電話（☎♯9110）
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